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リユース・リサイクル部会 中間まとめ 

 

１．主に出された意見（第 1 回、第 2 回リユース・リサイクル部会より） 

○リユース・リサイクルについての現状と課題 

・資源化に向けての課題としては、高齢化対策、自治体間の分別品目の統一化、意識徹底

のための施策が挙げられる。 

・各市町の中で分別品目、収集回数が違う項目が多い。 

・プラスチック類を分別収集するか、適切な管理の下で焼却するかについて、方向性を出

す必要がある。 

・下記の項目について、自治体間の分別品目で差が見られる。 

 ①矢板市では、発泡スチロールの排出方法が明記されていない。 

 ②高根沢町ではトレイ、カップ容器、発泡スチロールを分別収集している。 

 ③旧喜連川町では、プラスチック容器、ペットボトルのキャップを分別収集している。 

 ④高根沢町では、生ごみを分別収集している。他の市町でも生ごみ処理機の購入補助は 

  実施しているが、補助件数は減少している。 

 ⑤高根沢町では、剪定枝のチップ化、布類の拠点回収を実施している。 

○主要な検討項目 

 ①生ごみ 

 ②プラスチック類 

 ③紙類 

○リユース・リサイクルにつながる取組みについて（ごみ処理施策関係） 

・分別品目については、将来的には 2市 2町で統一を目指すことが望ましいと考える。 

・住民の立場から行政への要望としては、可能な部分から資源化を推進してほしい。具体

的には、住民が理解しやすい施策を実施してほしい。 

・最終的には他の先進事例の状況を調査し、本組合にふさわしいシステムを構築してほし

い。 

・リデュース、リユース、リサイクルという言葉はあるが、もう少しわかりやすい名前に

してほしい。 

○リユース・リサイクルにつながる取組みについて（行動関係） 

・各市町にいる保健委員の活動状況を調査し、改善すべき点は改善する必要がある。 

２．検討課題 

・プラスチック類の取り扱い 
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紙類の資源化について 

 

１．紙類の資源化方法について 

一般的な紙類の資源化方法は、図 1のとおりです。紙の種類により、再生される紙類の質

も変わってきます。 

 

古紙の種類 再生後の品種名 主な紙製品

家庭紙
●ティッシュ、ちり紙
●トイレットペーパー

印刷・
情報用紙

●コピー用紙
●コンピュータ用紙
●週間誌、コミック雑誌
●チラシ

新聞巻取紙 ●新聞紙

紙器用板紙
●洗剤の箱、菓子箱
●絵本

建材原紙
●家根下ふき材
●石こうボード

紙管原紙
●紙、布の巻芯
●トイレットペーパの芯
●表彰状入れの筒

段ボール ●段ボール

上　質　紙

中　質　紙

新　　聞

雑　　　誌

段ボール

 

出典：古紙再生促進センターHP 

図 1 紙類の資源化方法 
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２．栃木県内の紙類分別収集状況 

栃木県内の市における紙類分別状況は表 1の通りです。表によると、新聞・雑誌・段ボー

ルだけではなく、雑紙類の分別収集を行っている自治体がほとんどとなっており、資源化が

進んでいる県ということができます。 

表 1 栃木県内の紙類分別収集状況（一部） 

新聞紙 雑誌 段ボール 雑紙 紙パック

宇都宮市 ○ ○ ○ ○

さくら市 ○ ○ ○ ○

佐野市 ○ ○ ○ ○ ○

鹿沼市 ○ ○ ○ ○

小山市 ○ ○ ○ ○

真岡市 ○ ○ ○ ○

足利市 ○ ○ ○ ○

大田原市 ○ ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○ ○ ○

栃木市 ○ ○ ○ ○

日光市 ○ ○ ○ ○ ○

矢板市 ○ ○ ○ ○ ○

＊紙パックは単独での分別区分がある自治体を○としている。  

表 2 栃木県内の紙類分別収集状況（詳細） 

市名 区分 ごみの種類 出し方 回数

新聞 新聞（チラシを含む）

ダンボール ダンボール

雑誌・その他の紙
雑誌、包装紙、メモ用紙、その他の紙、菓
子箱（ボール紙）

空き箱（開いてたたんで出す）
その他の紙類（ハガキ、封筒など）
紙袋に入れ縛ってだす。

新聞 新聞紙

ダンボール ダンボール

雑誌・その他の紙 広告紙、雑誌、牛乳パック
牛乳パック等で銀色の内張りがあ
るものは、燃えるごみに出す。

新聞 新聞紙

ダンボール ダンボール

雑誌・本・広告紙・雑
紙

雑誌・本、広告、雑紙・厚紙

紙パック 牛乳パック

月２回
ひもで十文字に縛ってステーション
へ出す

矢
板
市

宇
都
宮
市

ひもで十文字に縛る。

ひもで十文字に縛る。

週２回

さ
く
ら
市
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表 2 栃木県内の紙類分別収集状況（詳細）－つづき 

市名 区分 ごみの種類 出し方 回数

新聞 新聞紙
ひも（荷造り用にもの）で十文字に
縛る。

2週間に１回

紙パック 内側が白いもののみ

ひもで十文字に縛る。（水洗い、切
り開く、乾かすしたもの）
スーパー等で回収しているところも
あるので、そちらに出しても良い。

4週間に1回

ダンボール ダンボール（波状のもの）
ひも（荷造り用にもの）で十文字に
縛る。

雑誌・その他の紙
紙箱、雑誌・本類、その他の紙類、チラシ
（新聞の折込は除く）パンフレット、カタログ

ひも（荷造り用にもの）で十文字に
縛るか、小さきものは紙袋に入れ
て出す。

鹿

沼

市

新聞・雑誌・ダンボー
ル・紙パック

新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・そ
の他の紙製容器包装

月２回

新聞
新聞紙・雑誌・マンガ・あき箱、ダンボール

雑誌・その他の紙
チラシは新聞と一緒に束ねる

ダンボール ダンボール ダンボール箱はたたんで出す

真
岡
市

紙類 新聞紙・雑誌・雑紙・ダンボール 種類別に分け、十文字にひもで
縛って出す

新聞 新聞・チラシも新聞と一緒にする

ダンボール 段ボール・あき箱は必ずたたんで出す

雑誌・その他の紙
牛乳パックは公民館などの回収ボックスへ
出す

大
田
原
市

新聞、雑誌、ダンボー
ル、紙パック

新聞、雑誌、ダンボール ひもで束ねる

新聞 新聞紙

ダンボール ダンボール

雑誌・紙パック・その
他の紙

雑誌・紙パック・その他の紙

新聞 新聞紙・チラシ

持ち去り防止のため一番上に「栃
木市所有」と表示する。
新聞紙にチラシを折り込みひもで十
文字に縛って出す

ダンボール ダンボール（中が波状になっているもの） ひもで十文字に縛って出す

雑誌・その他の紙
雑誌・マンガ・空き箱（金張り、銀張り、ビ
ニール加工は除く）

雑誌・その他の紙だけをひもで十
文字に縛って出す
空き箱は切り開いて縛る

新聞
チラシはその他の紙と一緒に出す。整理用
の紙袋から出す

ダンボール ダンボール

雑誌・その他の紙
雑誌・チラシ・包装紙・空き箱等を一緒に
縛って出す

牛乳パック 広げて洗って乾かして出す

ひもで十文字に縛ってステーション
へ出す

月１回
日
光
市

週2回

那

須

塩

原

市

栃
木
市

ひもで十文字に縛る。
（雨の日は次の収集日に出す）

月２回
足
利
市

種類ごとにひもで十文字に縛って
出す
（雨の日はさらにビニールで包んで
から出す）

月１回

小
山
市

2週間に１回

佐
野
市

 

 

 


